


第１問　問題２
解説：
(1)
法人間取引なので、法人税法上の取扱いと消費税法上の取扱いが問題となる。

＜法人税法上の取扱い＞

・A社の税務処理
法人が無償で資産を贈与した場合に該当。
→益金を認識する。

・B社の税務処理
法人が無償で資産を譲り受けた場合に該当。
→益金を認識する。

＜消費税法上の取扱い＞

資産の無償の贈与は、対価を得て行われる資産の譲渡等ではない。
→消費税は課されない。


